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佐 久 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

昨年と比べて変わった点
所得税の基礎控除の見直し等
令和７年度税制改正により、次のとおり、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関す

る見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は原則として、令和７
年 12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用されます。このため、令和７
年 12月に行う年末調整など、令和７年 12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

令和７年分 年末調整についてのお知らせ

【ご留意いただきたい事項】
・基礎控除額の改正に伴い、令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
・給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額
の表」及び令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
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〒385－0022  佐久市岩村田今宿553番地（中山道今宿）
 TEL （0267）67-3003  FAX （0267）67-3755
ご予約専用 0120-3951-77
★明治にホテルになる前からの宿
http://www.sakusaku.co.jp　E-mail:saku@sakusaku.co.jp

（株）佐久ホテル天然温泉

令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定
親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正により、令和７年 12月に行う年末調整など、
令和７年 12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。本改正について、源泉徴収義務者の皆様に
理解を深めていただき、必要な準備を進めていただくため、説明会を開催します。
事前予約は不要ですので、万障お繰り合わせの上、ご参加ください。

開催日時 令和７年 11月 27日木曜日 ２部制開催（各回同一内容）
① 13時 45分～14時 45分 （13時 15分受付開始）
② 15時 15分～16時 15分 （14時 45分受付開始）

場所 佐久平交流センター ２階第５会議室

（佐久市佐久平駅南４－１） 駐車場あり
内容 DVD上映を中心に年末調整に係る改正の概要等を説明

年末調整に対応︕

所得税の基礎控除の見直し等に係る説明会についてのご案内

【特定親族とは】
所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族（配偶者、青色事業専従者として給与の

支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の人を
いいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

385-0025 1579-7 TEL 0267-78-3422

0120-78-1919
PM7 00 AM3 00
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署長着任のあいさつ
佐久税務署長　宮川　賢司

　この度の人事異動で佐久税務署長を拝命しました宮川です。
　一般社団法人佐久法人会の皆様方には、日頃から税務行政の円滑な遂行
に、深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　私は、茨城県下妻市出身で、長野県での勤務は初めてとなりますが、皆様
方のご支援をいただきながら円滑な税務行政の運営に努めて参りたいと思い
ますので、前任の田中同様よろしくお願い申し上げます。
　佐久法人会におかれましては、「税のオピニオンリーダーとして　企業の発展を支援し　地域の振
興に寄与し　国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」という理念のもと、「自主点検チェッ
クシート」を活用した企業の税務コンプライアンス向上のための取組や税務研修会の開催、租税教室
への講師派遣をはじめ、「税に関する絵はがきコンクール」の実施といった租税教育活動に加え、各
支部におかれましても、地域貢献活動を展開するなど、会員企業や地域社会の健全な発展に大きく貢
献されております。
　これもひとえに関会長をはじめ、会員の皆様の並々ならぬ熱意とご尽力の賜物であり、心から敬意
を表する次第です。
　さて、国税当局では、「納税者の利便性の向上」、「課税・徴収事務の効率化・高度化」、「事業者の
デジタル化促進」を３本の柱として、税務行政のＤⅩを推進しております。
　「納税者の利便性の向上」では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現を
目指して、e-Taxの更なる利便性の向上や、添付書面も含めたe-Tax（ALL　e-Tax）の推進、キャッ
シュレス納付や納税証明書オンライン請求の利用拡大に取り組んでおりますので、皆様方にも是非ご
利用いただければと思います。また、事業者の方々が行う会計・経理等の様々な業務が一貫してデジ
タル化されることで、単純誤りの防止による正確性の向上のほか、事務の効率化にもつながることが
期待されることから、「事業者のデジタル化促進」に向けても、積極的に周知・広報を行ってまいり
たいと考えております。
　貴会におかれましても、会報誌などを通じての広報活動や研修会の開催等により、
e-Taxの普及及び定着にご尽力いただいていることに感謝申し上げるとともに、今後とも
より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たり、一般社団法人佐久法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに
益々のご繁栄を心より祈念申し上げまして、着任のあいさつとさせていただきます。

着任のご挨拶

法人課税第一部門
統括国税調査官

田中　正昭
　この度の異動で佐久税
務署へまいりました田中で
す。一般社団法人佐久法
人会の皆様方には、税務行政に対する深いご理
解と多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げま
す。初めての長野勤務ではありますが、よろし
くお願い申し上げます。

法人課税第一部門
総括上席国税調査官

田子　由紀子
　一般社団法人佐久法人
会の活動が、より有意義
なものとなるよう一生懸
命努めて参ります。
　昨年に引き続き、よろしくお願い致します。
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セミナー名 講師 分数 セミナー名 講師 分数

一
般
経
営

周年記念事業の本質と

未来戦略
長井 伸樹 分

ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル

将来の不安をスッキリ解消！

一生役立つお金の知識
加藤 博 分

で変わる仕事の未来 久原 健司 分
経
理

初心者でもよくわかる！

簿記・経理入門セミナー
小野 恵 分

研
修
・
人
材
育
成

信頼を築き、成果を出す！

「傾聴力」と「質問力」
生駒 正明 分

労
務

中小企業のハラスメント対策
公開期限： 年 月末まで

惠島 美王子 分

経営者のための「演じる」

コミュニケーション術
桑山 元 分

パ
ソ
コ
ン

「 」実践講座
投稿画像の作り方

公開期限： 年 月末まで

志鎌 真奈美 分

おすすめ
世界の未来が見えてくる

～今こそ知りたい地政学～
激動する世界の未来を地政学と「冷酷なリアリズム」で読み解きます。ウクライナ戦争、台湾

有事、米中対立、紅海シーレーン問題といった最新の国際情勢を深く分析。世界が向かう「戦

時国家主義体制」、すなわち「大きな政府」の未来を洞察し、混迷の時代を生き抜くための「も

のの見方」を提示します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社の教育・研修に！無料インターネットセミナー

佐久法人会のホームページから無料で様々なセミナーがご覧いただけます

会員 ： パスワード：・パスワードは

講 師 奥山 真司 氏 地政学者 ／ 戦略学者
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アフラック募集代理店

アジルライフネット有限会社

保険のご相談はお気軽に
お問合せください

TEL 0120-023-318
北佐久郡御代田町馬瀬口1612-8

支部だより
　横浜税関視察　　　～佐久市支部～
　佐久市支部（伊藤康弘支部長）では、９月９日（火）
に横浜視察研修を実施しました。コロナウィルス流行
もあり、６年ぶりの支部視察研修となりました。本研
修は、世界中で注目されるトランプ関税に着目し、改
めて関税徴収・不正輸入・密輸の防止等、日々の「税
関の役割」を学ぶことを目的に、横浜税関および横浜
市内を視察しました。

　税関では、担当者から館内および税関の役割や歴史を説明
いただきました。
　また、国内のすべての税関には、「安心・安全な社会の実現」、
「適正かつ公平な関税等の徴収」、「貿易円滑化の推進」とい
う、大切な３つの使命を掲げられていて、各国と連携し、厳格
な行政運営がなされており、実際に持ち込まれた知的財産侵
害物品などを見学することができました。

【横
よこ

浜
はま

税
ぜい

関
かん

】神奈川県横浜市中区海岸通　　南東北および関東地方にある都県のうち、東京税関の
管轄外である太平洋側の地域を管轄する。1953 年（昭和 28 年）に東京税関を分離した。

　まだ食べることができるのに、捨てられている食品のことをいいます。
　日本の「食品ロス」は年間464万トン（※）で、食品ロスの約半分は家庭からでています。日本
の人口１人当たり、毎日、おにぎり１個分（102g）の食べ物を捨てている計算になります。

食品の期限表示を正しく理解することが大切です。

「食品ロス」ってなんだろう?

「食品ロス」を減らすには……

「消費期限」  と   」限期味賞「  を正しく理解することで「食品ロス」の削減につながります。

（※）令和5年度推計（農林水産省・環境省）

日本の「食品ロス」は
年間464万トン（※）

家庭
233万トン
50％

事業者
231万トン
50％

全法連「食品ロス」
サイトはこちら
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◆代表取締役：平　元　鐘　哲
◆事業内容：廃棄物処理・資源リサイクル業
◆住　所：佐久市臼田1094−1
◆電　話：0267−82−2262　FAX：0267−82−7356
◆URL https://hiramoto-s.com/

◆代表取締役：宮　澤　喜　一
◆事業内容：プリント基板実装、製造、検査および電子機器組立
◆住　所：佐久市田口4725−1
◆電　話：0267−82−2838　FAX：0267−82−6013
◆URL http://www.seiwa-denshi.com/

◆理事長：進　藤　博　信
◆事業内容：文化施設・商業施設の企画・開発・管理・運営、
　　　　　　イベント企画運営
◆住　所：北佐久郡御代田町馬瀬口1794−1
◆電　話：0267−41−0436
◆URL https://mmop.jp/

◆代表取締役：玉　置　敏　浩
◆事業内容：大浅間ゴルフクラブの運営
◆住　所：北佐久郡御代田町塩野400−1
◆電　話：0267−32−3131　予約専用：0267−31−3131
◆URL https://www.daiasama.co.jp

あ の 町 こ の 町  会 員 紹 介
㈱平元商店
　昭和22年（1947年）に臼田で創業し、お陰様で今年78年目を
迎えました。
　廃棄物の適正処理と資源リサイクルを通じて、廃棄物を単なる
「ゴミ」ではなく「新たな資源価値」へ再生する取り組みを続けて
います。限りある資源を有効に活用し、環境への負荷を抑えなが
ら、循環型社会形成へ向けて、地域に根ざし、人と環境にやさしい
社会を目指して、尽力を続けてまいります。

成和電子㈱
　創業54年の実績を持ち、プリント基板実装から電子機器組立ま
で一貫対応できる体制を整えています。表面実装（SMT)、DIP実
装、後付け部品の手はんだ付けに加え、外観検査や電気的検査まで
を自社で実施し、安定した品質を保証します。
　また、ISO9001認証を取得しており、国際基準に基づいた品質
管理を徹底しています。小ロットから多品種まで柔軟に対応し、
「品質」「スピード」「コスト」を追求することで、高品質かつ信
頼性の高い製品を安定的に提供しています。

（一社） MMoP
　御代田町役場の隣にあるMMoP（モップ）は、かつてのメルシ
ャン軽井沢美術館跡地を活用し、四季折々の浅間山麓の豊かな自然
に囲まれたこの町ならではの衣・食・住と、五感で感じる多様な写
真表現が楽しめる場として生まれ変わりました。国内外の写真家に
よる作品が展示される御代田写真美術館を中心に、カフェやレスト
ラン、ワインショップ、北欧家具や雑貨を扱うショップが点在して
います。また、年間を通してイベントも多く、毎年夏には「浅間国
際フォトフェスティバル」を開催。敷地全体に世界中の写真家の作
品を様々な手法で展示し、大人から子どもまで最先端の写真文化に
触れることができます。秋には「信州美食フィエスタ」や
「MMoP Garden Autumn Days」といったマルシェイベントも
開催します。美味しいものや豊かな暮らしのヒントを探しに、ご気
軽にご来場ください。

大浅間ゴルフ㈱
　1963年に雄大な浅間山の麓に誕生した18ホールの高原リゾート
コース。
　開業以来60年以上に渡りメンバーシップコースとして歴史を積
み上げて参りました。メンバーシップ制を守り続け、これからもよ
り一層のサービスの充実と、隅々まできれいなコースコンディショ
ンを目指して参ります。佐久法人会会員の皆様におかれましては、
メンバー紹介による企業コンペを承っております。ぜひお問合せく
ださいませ。 
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アンケート調査システム登録のお願い

①法人会アンケート調査システムは、法人会会員の意見を集約す
るメールを活用したシステムです。

②景況感や法人会活動についての意見等を２～３か月に１回の
ペースで調査し、今後の法人会事業の参考としています。

③登録者数を増やし回答数が多くなれば、アンケート結果の信頼
性が高まり、マスコミに取り上げられる可能性もあります。そ
の結果法人会の認知度向上に大いに役立つものと考えられ、国
に対しての提言も強いものとなります。

写真はイメージです

　長野県法人会連合会では、令和７年度の全てのアンケートに回答した
方、および来年１月末までに新規登録をした方に抽選で20名様に県内
名産品を差し上げることとしました。
　なお、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

是非ご登録ください

アンケート内容の一部です

～ 令和８年１月31日土募 集 期 間
（もう始まっています）

★全てのアンケートに回答者の中から
　抽選で県内名産品を贈呈

★新規登録者の中から抽選
　で県内名産品を贈呈

令和７年
４月１日火 

法人会アンケート調査システム

QRコードにアクセスして、
登録メールアドレスを送信！

返信メールのURLから
情報を入力 登録完了！

全国法人会総連合の
ホームページにアクセス

トップページの右側、
アンケート調査システムの
バナーをクリック

「各種手続き」から
メニューを選択

1 2 3

1 2 3
全国法人会 新規登録

新規登録受付フォーム

パソコンでの登録方法

登録メールアドレス宛に返信メールが
届きますので、本文中のURLをクリッ
クしていただき、画面の指示に沿って
ご自身の情報を入力ください。

最後まで入力し、登録
完了メールが届いたら
登録完了です。

●６月時点での御社の業績はいかがでしょうか、その判断材料は？
●今年度御社では賃上げを実施しましたか？その理由は？
●賃上げに関する悩みや課題はありますか？
●人手不足感が高まってきているとも言われますが、御社の雇用状況は？
●人手不足の対応策には何が有効だと考えますか？
●コロナ禍以降、各種のコストなどが増加していますが、
　経営に影響を与えているものは？
●各種コスト等の増加分について、御社では商品・サービスの
　価格に転嫁できていますか？

新規登録方法
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　　　  建築塗装のことならお任せください

佐久市内山７８０８
☎ 0267-62-5112

株式会社 北沢塗装

【筆者紹介】	古庄拓（ふるしょう・たく）　１９８３年生まれ。慶應義塾大学卒業後、株式会社ジェイックに入社。
社員研修やリーダー研修、新卒採用など、複数のサービスや事業の立ち上げを担当し、執行役員・
取締役等を歴任。現在は、採用と社員教育の情報を発信するメディア「ＨＲドクター」編集長とし
て知識・ノウハウを発信している。

従業員の行動を変えるポイントとは？
　管理職をされたことがあれば、従業員や部下に「行動を変えてほしい」と思った経
験があるでしょう。そして、それが簡単ではないこともご存じだと思います。相手の
行動を変えるには、伝え方に深い配慮が必要です。人間関係やコミュニケーションの
権威、デール・カーネギーは著書『人を動かす』の中で、「人の気持ちや態度を変え
ようとするとき、ほんのひとことの違いが成功と失敗の分かれ目になることがある」と指摘しています。
　同書では「人を変える９原則」として、以下が紹介されています。①まずほめる、②遠回しに注意を
与える、③自分の過ちを話す、④命令をしない、⑤顔をつぶさない、⑥わずかなことでもほめる、⑦期
待をかける、⑧激励する、⑨喜んで協力させる。９つの原則に共通するのは、相手の自尊心を損ねず、
自発的に変わろうとする気持ちを引き出す働きかけです。
　相手の行動を変えたいと思う時、こちらには「今のままでは困る」「満足できない」といった感情が
あります。しかし、それが伝われば相手は「自分を否定された」と感じ、防衛的になります。心を閉ざ
し、言い訳を始め、こちらを「悪者」として扱い始めます。この状態になれば行動変化は望めません。
今回は人を変える９原則を踏まえて、相手の行動を変えるうえで「特に」実践的なポイントを１つ紹介
します。
　そのポイントは、「しかし」ではなく「そして」を使うことです。管理職としてのコミュニケーショ
ン技法を学んだ方なら、指摘やフィードバックの際、「まずほめる」を意識している方は多いでしょう。
相手の自尊心を傷つけないために非常に大切なアプローチです。なお、「ほめる」を「高評価と称賛」
ではなく、「できていることの承認」ととらえると対象を見つけやすくなります。
　そしてポイントは、ほめた後に指摘を伝える際、「でも」や「しかし」ではなく、「そして」という接
続詞を選ぶことです。たとえば、「この提案資料はよくできている。ただ、もう少し○○があれば…」
より「この提案資料はよくできている。そして、○○を加えるとさらに魅力が伝わるよ」です。後者の
伝え方をすると、相手は承認プラスアルファの提案として指摘やフィードバックを受け入れやすくなり
ます。「ほんの一言の違い」が、相手の気持ちを左右します。ストレートに指摘し、強制的に行動を修
正する必要がある緊急時もあるでしょう。同時に、継続的な行動変化を生むためには「相手が気持ちよ
く行動を改善できる伝え方」を習慣化することが重要です。

　職場でもプライベートでも、指摘する目的は相手の行動を変えることです。正し
い指摘でも伝え方を誤れば相手の心は閉ざされます。「行動を変える」という目的達
成のために伝え方を選ぶ――そんな風に考えてみてください。あなたの言葉が、相
手の成長のきっかけとなるよう、「ほめる＋『そして』」をぜひ実践してみてください。
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